
事業主の皆さまへ

日本年金機構からのお知らせ
令和６年９月号

裏面へつづく

ご案内 令和６年 月の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
令和６年 月１日から「特定適用事業所」に該当する事業所の範囲が、厚生年金保険の被保険者数が常時
人以上の事業所から常時 人以上の事業所に拡大されます。

特定適用事業所に該当した事業所は、加入対象となる短時間労働者がいる場合「被保険者資格取得届」の提
出が必要です。なお、短時間労働者の「被保険者資格取得届」を提出する際は、届書備考欄の「３ 短時間
労働者の取得（特定適用事業所等）」を忘れずにチェックしてください。

□週の所定労働時間が 時間以上
□所定内賃金が月額８８万円以上

□２カ月を超える雇用の見込みがある
□学生ではない

勤務時間・勤務日数が常時雇用者の４分の３未満で、以下の項目にすべて該当する方は「短時間
労働者」に該当します。

＜加入対象（短時間労働者）の要件＞

ご案内 口座振替のご案内
厚生年金保険料等は、毎月末日 末日が土日祝日の場合は翌営業日 が納付期限です。
厚生年金保険料等の納付は、口座振替が便利です。毎月の納付の手間を省き、納め忘れもなくなります。一
部ネット銀行も利用可能です。
詳細は、裏面下部の または二次元コードから「日本年金機構からのお知らせ 特集ページ」をご確認く
ださい。
納付期限までに納付が確認できない場合は、「厚生年金保険料等納入コールセンター」から納付方法や指定
期限についてご案内しています。指定期限は後日お送りする督促状でご案内しますが、指定期限までに納付
がなかった場合は、延滞金が発生します。
厚生年金保険料等の早期納付にご理解・ご協力をお願いします。
なお、当コールセンターの電話番号は発信専用となっているため、折り返しのお電話をお受けできません。
お問い合わせの際は、管轄の年金事務所（厚生年金徴収担当課）にご連絡ください。

お願い ～年金を受け取りながら働いている短時間労働者へ周知をお願いします～
令和６年 月の短時間労働者に対する適用拡大に伴う老齢厚生年金の経過措置

全額支給停止

（在職による支給停止）※ 届出を行うことで年金の
定額部分を引き続き受給
（加給年金を含む）

資格取得（ ）

報酬比例部分
定額部分 障害者・長期加入者特例

報酬比例部分

全額支給停止

継続して雇用

老齢厚生年金を受け取っている 歳未満の方のうち、障害者または長期加入者の特例対象者が厚生年金保険
の被保険者資格を取得すると年金の定額部分が全額支給停止となります。
ただし、上記に該当する方が、令和６年 月の短時間労働者の適用拡大によって、令和６年 月１日に被
保険者資格を取得した場合は、「障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届」を
提出することで、年金の定額部分を引き続き受け取ることができます。
届出様式は、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。

※年金と給与や賞与の額に応じて、年金の一部または
全額が支給停止となる場合があります。
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（全国）

日本年金機構

「日本年金機構からのお知らせ」の
補足情報等を掲載しています。

公的年金に関する各種手続きやお知らせなどを随時発信
しています。ぜひフォローいただきご活用ください。

日本年金機構からのお知らせ 特集ページ 日本年金機構公式 （旧 ）

ご案内 による被保険者データの提供は令和７年３月で終了するため、被保険者データ
の受け取りは「オンライン事業所年金情報サービス」をご利用ください

被保険者データ※を収録した の提供は、郵便事故による個人情報の漏えい防止や環境負荷の軽減を図る
観点から、令和７年３月末をもって終了します。
※被保険者データとは、日本年金機構がホームページ上で無料で提供している「届書作成プログラム」で簡単に届書を作成するた
めの事業所・被保険者の情報のことです。

事業主の方が被保険者データ等の電子データを のマイページで受け取れるサー
ビスです。
現在 ビズ をお持ちの事業主の方のみ利用可能ですが、令和７年１月から電子証明
書をお持ちの事業主の方や、社会保険事務を受託している社会保険労務士の方も利
用可能とする予定です。

ご利用方法等の詳細は、日本年金機構ホームページをご覧いただくか、年金事務所にお問い合わせください。

＜オンライン事業所年金情報サービスとは＞

日本年金機構では、被保険者データや毎月の社会保険料額等の各種情報・通知書をオンラインで受け取れる
「オンライン事業所年金情報サービス」を提供しています。被保険者データの受け取りは、本サービスをご
利用いただきますよう、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。

オンライン事業所年金情報サービス 検索

年金だより
年金の相談・請求手続きはインターネット予約が便利です。

■翌々開所日から予約ができます。

スマートフォン

日本年金機構 予約相談

パソコン

https://www.yoyaku.nenkin.go.jp/sp_soyo
/RA01_SP/W_RA0101_SPSCR.do

https://www.yoyaku.nenkin.go.jp/soyo/RA
01/W_RA0101SCR.do

予約専用サイトへのアクセス方法

インターネット予約の
受付時間

検索

土日祝日を含め毎日
8：00 ～ 23：30
※ システムメンテナンスによる
停止を行うことがあります。

インターネット予約の
受付時間

年金の相談・請求手続きは、インターネット予約を利用すると以下のメリットがあります。
■毎日予約を受け付けているため、休日を気にせず予約できます。
■予約日の前日に予約時間等のお知らせメールが届くので、予約忘れを防止します。
■もし予定が入ってしまった場合も、インターネットからスムーズに変更やキャンセルがで
きます。

→詳細はインターネット予約専用サイトからご確認ください。
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